
対応方針

「相談支援窓口」として新規委託

「相談支援窓口」に付随する業務として委託
学習支援事業

「すぎトレ」、「成人期発達障害支援」などの事業を拡充して対応

生活困窮者自立支援法に基づく区の取り組みイメージ（案）

区分 事業名 図中番号

必須事業
新規 自立相談支援事業 ①

既存 住居確保給付金の支給事業 「相談支援窓口」に付随する業務として委託②

就労準備支援事業 ⑤

「居場所」事業を拡充して対応。
任意事業

家計相談支援事業 ③
既存 ④

既存

任意事業 新規

福祉事務所、ハローワーク、すぎジョブ、保健 

センター、ワークサポート杉並、子ども家庭支 

援センター、若者サポステ、貸付制度 ｅｔｃ 
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相談事例について、アウトリーチも含めた調査を行い、 

関係機関との調整のもと支援プランを作成する。  
窓口の支援員が法内・法外の各種事業の利用状況

を把握しながら、支援終了まで継続的に支援を行う。 

②住居確保給付金・③家計相談支援事業 

法定事業（委託） 

④学習支援事業、⑤就労準備支援事業 

（居場所、すぎトレ、成人期発達障害支援） 

法定事業（既存拡充） 

各種相談支援機関・事業による支援 

相談・プランニング 継続的支援 

①相談支援窓口（伴走型総合支援事業） 
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複合的な課題が認

められない場合は

各種支援機関へ 
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